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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                       委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年５月１２日（日） ０８時３０分ごろ 

発生場所 和歌山県すさみ町周参
す さ

見
み

漁港南方沖 

すさみ町所在の周参見港稲積
いなづみ

島灯台から真方位１７０°３.０海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３゜２９.７′ 東経１３５°３０.０′） 

事故調査の経過  平成２５年５月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第十八神山
しんざん

丸、４９７トン 

   １３４５４５、松神海運合資会社 

   ６６.００ｍ×１３.００ｍ×６.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成７年２月２２日 

Ｂ プレジャーボート 秋
あき

丸、６.６トン 

   ２５２－２２６７４和歌山、個人所有 

   １５.３０ｍ×３.１９ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７９kＷ、平成１０年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４７年７月７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年５月９日 

 航海士Ａ 男性 ５２歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年１月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月１５日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年２月２６日 

    免許証交付日 平成２４年１１月６日 
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           （平成３０年２月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部に破口及び亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、揚げ荷のために

千葉県千葉港葛南
かつなん

区に向かい、平成２５年５月１２日０６時００分ご

ろ、船長Ａが、航海士Ａに船橋当直を引き継いで降橋し、自室で休息

をとった。 

 航海士Ａは、単独で船橋当直に就き、真方位約１２０゜の針路及び

約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、コースア

ップで６Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、舵輪の後方に設置した

背もたれ付きの椅子に腰を掛け、自動操舵として南東進した。 

 航海士Ａは、０６時３０分ごろ椅子の左側に設置していたテレビの

電源を入れ、テレビを見ながら、当直に当たっていたところ、右舷後

方約３Ｍの所にほぼ同じ針路で航行する船１隻しか見掛けなかったの

で、航海日誌に気象状況を書き込むことにした。 

 航海士Ａは、０８時２８分ごろ椅子から立ち上がって操舵室の左舷

側後部にある海図台の所に行き、船尾方を向いて航海日誌に気象状況

を書き込んでいたところ、０８時３０分ごろ、船首方からドンという

音が聞こえたので、左舷側を振り返ったところ、Ｂ船が左舷側に沿っ

て船尾方に流されて行くのが見え、機関を半速力前進とした。 

 船長Ａは、自室で休んでいたところ、機関の回転が急に落ちたこと

に気付き、何事かと驚いて昇橋し、船体が傾斜したＢ船が左舷船尾方

に見えたので、Ｂ船と衝突したことを知り、左舵一杯を取ってＢ船に

向けて反転を行い、Ａ船の右舷側にＢ船を横着けした後、船長Ｂを移

乗させ、海上保安部に衝突の事実を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船尾甲板右舷側のたつに止めた

釣り糸１本を長さ約３０ｍまで延ばし、船尾甲板の右舷側に船首方を

向いて立ち、約６kn の速力でトローリングによる魚釣りを行ってい

た。 

 船長Ｂは、周参見漁港南方沖を行き来しながら、魚釣りを続け、カ

ツオを６匹釣った後、北進を開始した際、右舷方に西進する船１隻を

見掛けたが、０８時２５分ごろ再びカツオが掛かり、体を船尾方に向

け、夢中になってカツオを手で引き揚げていたところ、周参見漁港南

方沖を北進中、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 船長Ｂは、操舵室入口付近まで飛ばされたものの、出入口扉を必死

につかみ、甲板上を洗う海水流による落水を免れた。 

 船長Ｂは、右頭部裂傷、右太もも、右肩及び右胸部に打撲を負い、

反転して戻ってきたＡ船に移乗した後、僚船で病院に搬送され、Ｂ船
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は別の僚船によって周参見漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：下げ潮の初期、風浪波高 約１.０～１.５ｍ、うねり波高 約

１.５ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、山口県長門市仙崎港で石灰石約１,５８０ｔを積載し、船

首喫水約３.４０ｍ、船尾喫水約４.９６ｍであった。 

 Ａ船は、船長Ａが０２時００分から０６時００分まで、航海士Ａが

０６時００分から１０時００分まで、１人で４時間の当直に当たるこ

とになっていた。 

 Ｂ船は、船首喫水約０.６ｍ、船尾喫水約１.５ｍであった。 

 船長Ｂは、遊漁船業を営んでいたが、本事故当日は、釣り客を乗せ

ず、１人で魚釣りを行っていた。 

 Ｂ船は、操舵室の甲板上高さが約２.２ｍであり、船長Ｂが船尾甲

板右舷側に立つと左舷船首方が死角となっていた。 

（付図１ 両船の推定航行経路図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、周参見漁港南方沖を南東進中、航海士Ａが、テレビを見て

おり、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付

かず、航海日誌に気象状況を書き込んでいたところ、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、周参見漁港南方沖を北進中、船長Ｂが、周囲に１隻の船し

か見掛けなかったので、船尾方を向いて釣れたカツオを手で引き揚げ

ることに注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、周参見漁港南方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が北

進中、航海士Ａが、テレビを見ており、周囲の見張りを適切に行って

おらず、また、船長Ｂが、船尾方を向いて釣れたカツオを手で引き揚

げることに注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直中は、テレビを視聴せず、見張りに専念すること。 

 ・船長は、船橋当直者に対し、操舵室内に設置したテレビの視聴を

行わないように指導すること。 

・トローリングによる魚釣り中、周囲の見張りを怠らないこと。 
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付図１ 両船の推定航行経路図 

                      


